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はじめに

　近年，日本において，少子化対策としての子
育て支援政策が展開されている。子育て支援と
は主として，生まれた子どもを育てる親への支
援をさす。しかし，子育て支援とは，子どもが
生まれてから展開するだけのものではない。妊
娠・出産期を生物学的なイベントとしてのみ捉

えるのではなく，関係性が変容する社会的なイ
ベントとして捉えれば，子どもが生まれる以前
からの子育て支援の展開が可能となる。
　妊娠・出産期は，新しく誕生する子どもを中
心とした人間関係が構築される時期である。こ
の際に私たちは，助産師や医師といった妊娠・
出産に関する専門家の援助を受ける。当事者が
それぞれの関係性の変化をどのように捉え受容
するかには，妊娠・出産期に医療機関で受けた
ケアの内容や援助者との相互作用が影響すると
考えられるため，そこでの援助者の役割は大き
いといえる。ゆえに，子育て支援政策の一環と
して，医療機関が妊娠・出産の当事者を支援す
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ることの意義を見いだすことは可能である。し
かし，それは同時に熟考すべき問題もはらんで
いるのではないだろうか。
　日本では，ここ10年ほど「いいお産」経験の
重要性が語られている。これは当事者である妊
産婦と助産師とが中心となり展開し実践してき
たものである。これは，最近では，政府の少子
化対策の一環としての子育て支援政策案の中に
まで見られるようになっている。「いいお産」
とはそもそも何をあらわすのだろうか。「いい
お産」経験の重要性が語られ出した背景には，
戦後急増した産科での出産における過度の医療
管理化があげられる。医療化が導入された直後
は，出産時の衛生面が向上し安心や安全が確保
されたかのように思われた。しかし，高度な医
療管理による身体への悪影響と，それによる痛
みや恐怖が表面化するにつれ，出産に対する医
療的な介入は疑問視されるようになった。出産
はそもそも病気ではなく自然な現象であり，女
性は自らの力で出産をすることができた。しか
し，医療によって痛みや恐怖が与えられている。
だとしたら，医療は過剰に介入しすぎではない
だろうか。このような視点から，出産への過度
な医療介入が批判され，「自然な」出産の重要
性や快適性や安全性が主張されていく。それを
総称し当事者にとってより親しみやすいものと
して，「いいお産」ということばが使われてい
くことになる。
　ここで着目すべきは，「いいお産」がどのよ
うな意味を含んでいるかということである。「い
いお産」を語るとき，そこには，妊娠・出産時
の安全性や快適さが保たれることを示すだけで
はない。同時に，主体性，つまり妊産婦が当事
者としてその出産に主体的に関わったかどうか
ということが問われているのである（いいお産
プロジェクト，2005；杉本，2005）。
　援助者は，当事者が「いいお産」を体験でき
るように関わるだろう。安全性や快適さは，現

場でのケアの質（設備や接遇）を問うことによ
り評価することは可能である。しかし，主体性
の場合は何をもって評価することが可能になる
のだろうか。そもそも，体験したことが「良い」
か「悪い」かは，主観的なものであり，一定の
ケアの質を保ったとしても，個人の状況や援助
者との関係により可変性をもつものである。そ
の上で，当事者の主体性が必要とされ，それを
援助者が促すとするならば，これは何を意味す
ることになるのか。そして，それらをふまえた
上でさらに考えるべき事は，「いいお産」体験
の重要性が政府の子育て支援政策の中にまで使
用されているということである。
　いま，妊娠・出産期に多くのまなざしがそそ
がれ，「いいお産」を求める人が増えている。
しかし，その中身を見てみると，それぞれの立
場からの意見が少しずつずれながら巧妙に重な
り合っているのではないだろか。
　本論文では，「いいお産」言説の構築過程と
それに付随する実践の知を整理した上で，個人
の欲望の裏に政策的な意図が巧妙に含まれてい
るという構造を明らかにする。これは，医療機
関が子育て支援に関わることに意義があり，援
助者が大きな役割を果たすからこそ，考えねば
ならない論点である。

１．妊娠・出産期へのまなざし

1─1　医療機関と子育て支援

　妊娠・出産には，生物学的な出来事という側
面と社会的な出来事という側面があると考えら
れる。生物学的な出来事とは，子どもを妊娠し
出産するという行為そのものを指す。社会的な
出来事とは，誕生する子どもを中心として人間
関係が変化する時期をさす。妊娠・出産期を当
事者にとっての関係性が変容する時期として捉
えれば，この時期の当事者に対する働きかけは，
大きな意味を持つ（Rubin, 1984=1997；松島，
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2003）。
　今日の日本では，病院や助産院などでの出産
がほとんどであることを考えると，社会的な出
来事としての妊娠・出産を体験する場としての
医療機関とそこにいる援助者の役割は大きいと
いえる。出産は病気とは異なるため医療的な処
置を必要としないが，医療機関での出産には，
緊急事態に備えた一定の安全性が確保される。
また，何らかの異常事態が発生した場合には早
急に適切な医療的なケアが受けられる。さらに，
出産時の体験を当事者がどのように捉えたかに
より，産後うつや育児ストレスなどを引き起こ
しやすくなるという研究もある（James, 1998； 
Madsen, 1994）。出産時の体験を肯定的に捉え
るには，その時の援助者のケアの質や関わり方
が左右すると考えられるため，ここでの援助者
の役割は大きいだろう。そして，妊娠・出産期
は短期間のイベントでしかないが，その間にも
当事者の身体的な変化や，当事者とそれをとり
まく関係性も変化している。これを一過性のも
のとして捉えるのではなく継続性のあるものと
して捉えれば，援助者が継続的に関わっていく
ことにも意味がある。つまり，子育て支援を，
子どもが産まれてからではなく子どもが産まれ
る前から行える場として，医療機関を捉え直す
ことが可能になってくる。

1─2　少子化対策としての子育て支援

　日本では現在，少子化対策の一環としての子
育て支援政策が多様に展開されている。1994年
のエンゼルプランに始まり，2003年には「次世
代育成支援対策推進法」が，2004年には「少子
化社会対策基本法」が相次いで制定され，少子
化対策と子育て支援政策はいまや国を挙げての
取り組みとなっている。従来の子育て支援政策
は，仕事と育児の両立を可能にするためのサー
ビス提供が主なものであったが，最近では，子
どもの虐待への問題関心の高まりから虐待防止

も含めて，あらゆる子どものいる家庭を支援す
るという方向へと動いている。そして，その中
で，妊娠・出産期も注目されだしたのである。
　『少子化社会を考える懇談会中間とりまとめ』
では「お産に妊産婦が主体的に関わることがで
きるようになることで，主体的な子育ての準備
になることが期待される」として，「第１子の
出産でつらい思いをし，『もう子どもは産みた
くない』という気持ちになることのないよう，
安全で快適な『いいお産』ができるようなケア
が求められている」と述べられている（厚生労
働省，2002）。「安全で快適ないいお産」につい
ての言及はこのとりまとめ及び『少子化対策プ
ラスワン─少子化対策の一層の充実に関する提
案』，『健やか親子21』にも見られる。いずれも，

「『いいお産』の普及により，出産の喜びを高め，
子育ての楽しさを広める」ために必要なもので
あるとして考えられているが（厚生労働省，
2002），その具体的な内容については，妊娠・
出産時のサポートやケアの必要性以外に述べら
れていない。また，「いいお産」がどういうも
のかということについても具体的に明示されて
いるわけではない。
　しかし，この「いいお産」を妊産婦が体験す
ることが重要であると明記されている。出産を
肯定的に捉えることができたら，その後の育児
に積極的に関与することができるし，第２子第
３子と出産をしようと思うことができるから，
というのである。
　妊娠や出産の場での安心や安全の確保は基本
的な条件である。その上で，女性が「よかった」
と思えるかどうか，主体的に出産に関われたか
どうかによって「いいお産」を経験したかどう
かを判断をする。そのいずれもが主観的なもの
であるにも関わらず，重要な体験として捉えら
れているのはなぜだろうか。そもそもなぜ「主
体性」が問われるのかを考える必要がある。
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２．重要視される「いいお産」体験

2─1　いいお産と主体性

　「いいお産」ということばは，1994年頃から
助産師を中心として使用され始めた２）。そこに
は，妊産婦に安全で快適な出産体験をしてもら
いたいという援助者の思いが込められている。
リプロダクティブ・ヘルス／ライツの観点から
も，母子ともに身体的精神的に傷つけられるこ
となく，安全な環境で出産することは重要であ
る。これはまた，WHOが提示している，出産
時の適切な医療処置のあり方や安全性を高める
ことを目的とした周産期のケアガイドラインに
も則したものである（WHO，1994；Wagner, 
1994=2002）。いずれの場合も，医療が出産に
関与するにあたっての適切さや安全さを問うて
いる３）。吉村は「いいお産観というのは，地域
や時代と直結し，文化によって方向付けられて
いるが，妊婦が主体性を持った出産を経験づけ
られることが望ましい」としている（吉村，
1999）。妊娠・出産時に施される医療との関係
の中で，妊婦が主体性を持って妊娠・出産に関
わることができているかが「いいお産」に必要
なポイントとなっている。「主体性」がなぜ強
調されることになったのかをみていく必要があ
る。

2─2　日本における出産の医療化

　そもそも，日本では戦後，著しい出産の医療
化（施設での医療専門家の介助による出産）の
流れがあった。戦後のGHQ施策下，自宅での
産婆（助産師）の介助による出産は，専門性に
欠け且つ衛生上の問題があるとされ，設備の整
った医療機関での出産が推奨された。これは施
策として展開しただけではなかった。高度経済
成長時の人々は欧米的な豊かなライフスタイル
を求め，医療機関における出産はその象徴とし
て捉えられたこともあり急激に進展したのであ
る。管理の行き届いた病院で最新の医療技術に
よる出産，苦痛や身体のコントロール不可能さ
をとりのぞいたかたちでの快適な出産を，多く
の人が望んだ。出産に対する社会的な認識が変
化したともいえるだろう（吉村，1999）。フェ
ミニストの中には，自分の身体をコントロール
する術として，出産の医療化を歓迎したものも
あった（荻野，2002）。
　しかし，医療技術の進化が女性たちの希望に
添って展開したものであるとは必ずしも言い難
い。医療技術の進歩と導入は，女性にとって安
全で簡単なお産を提供するものであり，あたか
も妊婦のニーズに応えるかのようである。しか
し，実際は医療専門家が出産を管理しスムーズ
な作業を進めるためのものであった（松岡，
1999；松島，2003）。
　あたかも当事者のニーズであるかのような医
療により管理された出産が進められるなか，そ
の高度な医療技術によって身体に危害が及ぼさ
れ，妊産婦の意志とは無関係に機械的に処理を
されるという，医療による弊害が起こっていた。
陣痛促進剤や無痛分娩などの薬による副作用だ
けでなく，分娩時間を短縮するために助産師が
妊婦の腹にまたがり腹部を押さえつけるという
ような行為も行われていた。これらのことが次
第に明らかにされていくとともに，出産への過
度な医療化を批判する動きが起こってくる（吉

２） 助産師を中心としたイベントから展開した。「女性
にとって，そしてカップルにとっても，本来分け
ることができないこころとからだが大きく変動す
る妊娠・出産・育児期に，もっと楽しく，気持ち
よく過ごせるようになって，いいお産をして欲し
い」と，「いいお産プロジェクト」は提示している（い
いお産プロジェクト，2005）。

３） この場合，日本だけではなく世界各国の出産状況
を鑑みなければならない。適切な医療処置が施さ
れず衛生状態が悪いために，出産時の妊産婦及び
新生児の死亡率が高い地域や，HIV/エイズ感染率
が高い地域もある。あるいは，正常分娩が可能で
あるにもかかわらず，すべて帝王切開施術を行う
というような地域もある。
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村，1999；松岡，1999）。
　1970～80年代は，欧米での第二次フェミニズ
ムの余波を受け，日本でも女性運動が展開され
ていく時期でもある。男性による女性に対する
差別や，女性の自己決定権の主張などが運動の
命題であった。出産の医療化は，まさに医療に
よる女性の身体と自己決定権の抑圧として捉え
られた。出産の医療化批判は，出産のあり方を
問う活動として助産婦を中心として展開されて
いくことになる。ラマーズ法やアクティブ・バ
ースなどの翻訳が導入され，「自分のお産を取
り戻す」方法が模索されていく。「よいお産とは，
産婦自身の自覚が必要である。主体的な自己管
理が必要である」ということが，共通の認識と
なった（杉山・堀江，1996）。この流れのもと，
病院ではなく助産院で出産することや，いっさ
いの医療介入を必要としない自然なお産

（natural birth）の良さが主張されていく。こ
こで顕著なのは，出産への主体的な関わりであ
り，それによる医療化（医療による身体への介
入）への抵抗というものである。

2─3　脱医療化と女性の自己決定権

　この医療による女性の身体への介入は，国際
的にも考えるべきテーマであった。1994年のカ
イロ人口開発会議では，女性のライフサイクル
上の健康や権利が尊重されるべきだとして「リ
プロダクティブ・ヘルス／ライツ」が提唱され
た。産むか産まないか，いつ産むか，何人産む
かということを女性が選択し決定する権利があ
る。その背景にあったものは，性や生殖（妊娠・
出産）にまつわる事柄において，それらが女性
の身体や健康に直接影響することであるにも関
わらず，女性自身に選択権や決定権がないとい
う状態である。人口政策や宗教や慣習により，
自分の意志とは無関係に妊娠や中絶を繰り返す
ことを強制させられる。結果として女性とその
子どもの健康状態は悪化し，最悪の場合は生命

の危機にもつながる。これら問題を引き起こし
ているのは，生殖に関わる衛生状態や医療の適
切さだけではなく，男性による女性に対する抑
圧というジェンダー構造であり，だからこそ，
カイロ人口開発会議では，「リプロダクティブ・
ヘルス／ライツ」の権利のひとつとして「男女
間の平等と公正の権利」を明記したのである。
　また，女性の生殖における自己決定権という
概念は，アメリカにおける「患者の権利運動」
と同時期に展開された，人工妊娠中絶や避妊を
実行するための女性の自己決定権を獲得するた
めの運動からも生まれてきた（柘植，2000）。
女性は生殖の場において主体ではなく客体とし
て扱われてきた。女性は単なる子どもを産むた
めの機械（バース・マシーン）ではない。1970

～80年代にかけての「自分のお産を取り戻す」
運動は，まさにこの女性の自己決定権を主張す
るためのものであった。妊娠や出産の時期を選
択し決定するだけではない。出産するその方法
の選択も，生殖に関わる自己決定権である。ゆ
えに，女性の自己決定権を尊重するならば，女
性の意志とは無関係に行われる医療介入は批判
されるべき対象となる。
　つまり，「いいお産」ということばが使われ
る背景には，出産に対する医療的な介入の是非
とそこに女性の自己決定はあるのかということ
がつねに問われてきたのである。医療的な介入
によって女性の主体性が奪われてしまうこと
や，女性の意志とは無関係に専門職の都合によ
ってのみなされる医療処置。出産は医療の現場
においても病気ではない（医療的な処置を必要
としない）ものとして扱われるにも関わらず，
一方的な医療処置を施されなければならないこ
と。そして，出産は自然なことであり，女性は
自分で産む力を持っていたが，医療による介入
がその力を奪ってしまった。奪われたその力こ
そが妊産婦（女性）の主体性そのものであり，
だからこそ「主体性」を重視し，「自分のお産
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を取り戻す」ための運動となっていったのであ
る。そして，それは身体性によってのみ実現可
能なものとして考えられていく。
　ここで考えねばならないのは，主体性と自己
決定能力とが同一視されているということであ
る。ある物事に対して主体的に関わるかどうか
と自己決定して関わるかどうかとは，本来同一
のものではない。にも関わらず，それが同一視
されてしまうのは，「いいお産」が，医療とい
う場における女性の身体をめぐる問題だからだ
といえる。私たちは，医療におけるインフォー
ムド・コンセントやチョイスという問題につい
て考える際，自身の健康や生命について関係す
ることに対して，本人が自己決定・自己選択で
きたかどうかということを問題視する（江原，
2002）。「いいお産」が医療現場において焦点化
されるならば，医者─患者関係のもとでの「自
己決定」は考えるべき論点となる４）。杉本は，

「いいお産」の条件として，「安全性」「快適性」
「個別性」「主体性」等と列記した上で，産科医
療がいいお産のために果たす条件のなかに「イ
ンフォームド・コンセント」の充実について述
べている（杉本，2005）。それは，提供された
情報の理解や納得，処置の選択，という患者（的
立場）の自己決定行為である。
　そして，繰り返し述べているように，「リプ
ロダクティブ・ヘルス／ライツ」としての生殖
に関わる自己決定の権利が侵害されて剥奪され
てきたことを，女性たちは強く訴えてきたとい
う歴史がある。自分が選択をする余地のない状
態で出産や中絶をせざるを得ない状況に置かれ
てきた。それだけではなく，その際に関わる医
療行為も介入的であり，自分の身体であるにも
関わらずコントロールできなかった。
　抑圧や介入からの解放を求め，女性たちは，

自然な出産やアクティブ・バースを積極的に導
入してきた。主体的に関わるには自らが決定（選
択）することが前提であり，自己決定（選択）
したからには主体的に関わっていると表現でき
る。アクティブ・バースの積極的な導入も，自
分たちで選択し決定する力を提示するためのも
のであった。そして，そのもっとも象徴的なも
のとして身体性をより強調してきたのである。
身体は自己に所有されるべきものとして捉えて
いるからこそ，それへの抑圧や介入からの解放
のためには，身体性を取り戻すことが重要だっ
たのである。

３． 産む女性の主体性と身体性～女性の自己決

定権の再考

3─1　身体の持つリアリティ

　ところで，妊娠・出産における当事者の主体
性が，脱医療化にともなって女性が自身の身体
性を取り戻すことにより説明されるということ
は，ポスト・フェミニズム的課題とも関連する
のではないだろうか。そもそも，フェミニズム
の命題として，女性の自己決定権をいかに記述
するかということは常に問われてきた。抑圧・
差別されてきた「女」という身体の解放を求め
てきたものでもある。女性の「産む」「産まない」
という選択と，「女性の自己決定権」との関係
のずれともいえるだろう。ラディカル・フェミ
ニズムの命題であったリプロダクティブ・ヘル
ス／ライツとしての「女性の自己決定」は，性
による抑圧からの解放を求めるものであった。
自分の身体であるからこそ，それをどう扱うか
どう判断するかという決定権は自分にあるべき
だという理論である。
　生物学的な性差すらジェンダーによる構築物
であるという論を展開し，ジェンダー論におけ
るパラダイム転換を引き起こした，J.バトラー
の『ジェンダー・トラブル』以後，フェミニズ
ムは「身体のリアリティ」をいかに記述するか

４）出産が病気ではなく自然現象であるにもかかわら
ず，医者－患者関係として扱われてしまうことも
検討するべき論点である（柄本，1997）。
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について議論をつづけている。例えば，ドゥー
デンの「女性を『脱構築』で切り刻んではなら
ない！」は，個別に生きる女性のリアリティが
失われてしまうという叫びを表現している

（Doden, 1998=2001）。彼女は社会構築主義批
判の急先鋒と言われている。
　荻野は，バトラーがフェミニズムにおける新
たな道を切り開いたことを評価しつつも，異性
愛体制下にある女としての身体のリアリティ
は，単なる社会構築物として単純に描けないも
のであるとする（荻野，2002）。同様に，「自ら
の身体を磁場とする問いの中からこそ，生命倫
理や環境倫理のテーマ，さらに自己決定権の問
題や共感のポリティクスにも深い課題が差し出
されていくのではないか」という金井（2002）
の問題提起もある。自分自身の身体性・身体の
リアリティに依拠することによって，その研究
課題となる身体が抽象的ではない具体性を帯び
たものになるという。身体とは，最後の砦・切
り札となるものなのだろうか。

3─2　身体性の強調にはらまれるもの

　一方，新田は「自ら」が共感の基盤であるこ
とのあやうさを指摘する。つまり，リアリティ
のある身体とは身体の不可侵性をもって説明し
うることだとするならば，「わたしの」身体を
語ることは，リアリティがあるものだと説得す
ることを目的とした時点で，個々人のリアリテ
ィは薄れていき，異なるそれぞれの身体が同質
化していくのではないか，ということである。
身体のリアリティという時，そこには身体にお
ける全体性（主体となるもの）という意味がす
でに含まれていると考えられる５）。
　ここで「いいお産」について振り返ってみよ
う。いいお産が提示していたものは，人間らし

い出産であり，主体的な出産であった。単なる
子どもを産む道具（バース・マシーン）として
の女性の身体ではないということである。前述
したように，女性たちが主体性を主張する際に
は，医療的介入からの解放をベースとして語っ
てきた。抑圧された主体性は抑圧された身体に
重ねあわされてきた。だからこそ，身体の不可
侵性や出産の自然性や生理的現象を強調するこ
とにより医療による抑圧を表現しようとしてき
た。
　ここで，脱医療という文脈のもとでの身体の
不可侵性によって主体性を主張することの危険
性をみなければならない。つまり，身体性を担
保として主体性を確保しようとするならば，出
産可能な身体をもってこそ主体となりうるとい
う論理がなりたってしまうのである。リプロダ
クティブ・ヘルス／ライツで尊重されていた女
性の自己決定の権利とは，「産む」「産まない」
の選択の自由であるはずだ。しかし，この論理
でいけば，脱医療化として，身体性による主体
性を主張すればするほど，女性としての身体性，
つまり生殖可能な女性として出産することを前
提とした身体性，を強調してしまうことになる。
それは，女性自身が（意図していないにもかか
わらず）自発的に出産装置になろうとしている，
という読替が発生しうるということである６）。
その結果，個別のリアリティは薄れていき，同
質化していくのである。
　そして，さらに次のようなことも考えられる。
主体性と自己決定権の獲得とを同一の者として
扱い，身体性の強調（医療による抑圧からの解
放）からのみ主体性を語ることは育児における

６）また，新田がいうように，現代人の身体がおしな
べて医療化されている社会であるならば，「これま
で自然に重ねあわされていた身体の境界と〈わた
し〉の境界がズレをきたしている現実」を見，「脱
身体化した，フェミニストの求めた〈わたし〉の
物語が成り立たない地点の批判的検証こそが，ジ
ェンダー批評の重要な課題であることを示してい
るのではないだろうか。」（新田，2004）

５）技術の進化とともに，人間の身体は脱人間化し，
パーツ化がすすんでいる。この点からも，トータ
ルな身体を持ったもの，不可侵的なものとしての
身体は，すでに成り立たないともいえる。
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主体としての女性（母性）の養育責任を語るこ
とになりかねない。江原は，生殖技術の進展が
生殖にもたらした問題として，女性の自己決定
権について再考している。養育責任は出産をし
た女性だけにあるのではないにも関わらず，女
性が自己決定権を主張すればするほど，その「主
張があたかも加担するかのような効果を発揮し
てしまう」のは，「『身体の自己所有』を前提と
した主張として読み替え」られてしまうからだ
という。そして，それがいっそう「家父長制的
社会のジェンダー・バイアスを含んだ身体観を
強化」してしまうのである（江原，2002）。自
分で選択するということと，「女性としての」
本来の力を取り戻すということは，同じことで
はないはずだ。にも関わらず，それが読み替え
られてしまうのは，女性の身体が持つ生殖機能
をめぐる，社会的な身体観があるからであり，
その結果として，女性としての身体，つまり，
本質的な母性を持つことを，女性自身が選択し
たのだ，ということに論理がすりかえられてい
くのだといえる。そして，この点が強調されれ
ばされるほど，妊娠・出産には生殖機能を持っ
た女性（妊産婦）のみが関わり，選択し決定す
ることが可能となり，パートナーである男性を
中心とした家族による関わりを遠ざけてしまう
ことにもなりかねない。
　また，子育て支援政策で述べられているよう
に「お産に妊産婦が主体的に関わることができ
るようになることで，主体的な子育ての準備に
なることが期待される」とするならば，育児と
は実母による実子に対するものにしかならず，
実母の養育責任をいっそう強調することにな
る。このことは，実母実子主義を強化すること
へもつながっていくだろう。

４．思い通りのお産をめぐって

4─1　私にとっての「いいお産」を求めて

　妊娠・出産をめぐる状況はさらに変化してい
る。一度医療化してしまったものを脱医療化す
ることは難しい。多くの人々にとっては病院で
の出産は当たり前のことであり，医療は身体へ
の介入ではなく安全を確保するための必要な技
術として捉えられている。医療機関における過
度な医療介入はかつてよりは減少し，多様なサ
ービスが展開されている７）。完全な医療による
管理下での出産の場ではなくなってきた。これ
は，少子化により出生数が減少している結果と
して，医療機関が生き残るための戦略として多
様なサービスを打ち出そうとしているあらわれ
でもある。産む場所，産み方，産むスタイルな
ど，情報は溢れている。
　特に，妊娠・出産は，女性のライフコースに
おける，大きな選択を迫られるような一大イベ
ントと化した（柄本，1999c）。女性の就業率が
高まりライフデザインも多様化している今日，
女性（とそのパートナー）は妊娠・出産・育児
を自分自身のライフコース上に容易に組み込め
なくなった。年齢や仕事や資金や周囲の関係や
出産後の自分の生活などを考慮した上で，妊
娠・出産の時期を考えなければならない。さら
に後々の養育にかかる費用も含めれば，容易に
出産できるものではない。また，かつての家族
や共同体では誰かの妊娠や出産を目にしたり直
接関わることも多かったが，いまや妊娠・出産
は日常に当たり前にあることではない。人生の
上で１回～２回しかない特別な一定期間のイベ
ントなのである。
　めったにない特別なイベントだからこそ，良

７）例えば，立ち会い出産や母子同室やカンガルーケ
アなど。バースプランの作成や写真撮影，出産前
教室（母親教室や両親教室）の拡充などがあげら
れる。
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い状態で迎えたいし良い経験をしたいと思う。
安心や安全や快適さは必要最低限の前提条件で
あり，それに付加価値を加えるようなサービス
を選択したいと思う。妊娠や出産に関する多種
多様な情報が巷には溢れかえっており，そこか
ら付加価値を見いださなければならない。そし
てまた，当事者による出産体験談も溢れかえっ
ている８）。まさに，「ナラティブの噴出する時代」
であるともいえる（野口，2005）。当事者によ
る「いいお産」体験談は，これから出産にのぞ
む人たちの選択に影響を与える。冒頭にも述べ
たが，その出産体験が「良いか」「悪いか」は
経験をした人の主観的なものでしかないにも関
わらず，「良かった」と思えることが大事なのだ。
それは個人的な体験であり，それぞれが異なる
ものにも関わらず，「いいお産」ということば
で一括りにされている。そして人はそれを追い
求めていくことになる。ではどうすればよいの
か。
　「いいお産」を体験するためには，当事者が
どれだけそこに主体的に関わったかということ
が問われる。つまり，計測することが難しい主
観的な体験を得るには，妊娠・出産に対してそ
の人がどれだけ主体的に関わったかということ
で推し量られていくことになる。多様な選択肢
の中から何を選ぶか。選択をするならばより良
いものを選ばなければならない。また，出産体
験それ自体がその後の育児にも影響をするとも
言われだしていることからも，良好な母子関係
を築くために「いいお産」を体験したいと思う。
そして，妊娠・出産期への期待はますます高ま
っていく。

4─2　「いいお産」を選択する者として

　「いいお産」体験は，このように，援助者と

当事者の双方によって求められているというこ
とがわかる。妊産婦が妊娠・出産に主体的に関
わることにより，身体的な抑圧としての医療介
入からの解放を意味する。その一方で，ライフ
コース上の重要なイベントのために，多様な選
択肢の中から必要なものを選択しなければなら
ないことを意味する。これまで「いいお産」に
ついて語られるとき，生物学的な出来事として
の出産に対する医療的な介入の是非が同時に問
われてきた。それは，女性は本来自然に出産す
る能力を持っており専門家による介助なしに出
産をすることができたが，医療的な介入によっ
てその力が奪われてしまった，という文脈によ
るものである。その力こそが妊産婦（女性）の
主体性そのものであり，だからこそ医療からの
解放，自然な出産，自分で選ぶ出産が重視され
るのである。
　さらに考えなければならないことは，当事者
と援助者との関係性である。出産は自然な生理
的な現象であり，病気ではない。正常な分娩で
ある限り，医療的な処置を必要としない。だか
らこそ，不必要とされる過度な医療介入は批判
されてきたといえる。だが，関わる援助者は医
療の専門職である。医者－患者関係の図式を持
ち出さずとも，援助者と被援助者との関係性は
非対称になりやすい。いくら妊娠・出産が自然
なものであったとしても，こんにち，専門家に
よる介助なしに分娩をするということは難し
い。それを個人の身体能力の欠如と言い切るの
は乱暴である。だからこそ，援助者の関わり方
やケアの質が問われることになる。それは単に
医療的な処置が適切であるかどうか，というこ
とだけではない。また，当事者が主体的に関わ
れたかどうかということだけではない。いま一
度確認すべきは，非対称な関係性になりやすい
中で，主体性を核とした「いいお産」体験を促
すこと，そして当事者自身がそれを選択する（と
みなされる）こと，に注意が払われているか，

８）妊娠・出産時をサポートするような書籍や雑誌な
どにおける個人の出産体験談はもとより，インタ
ーネットの発達により，Web上の日記や掲示板な
どにも個人の出産体験談は多く見られる。
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ということである。

4─3　自らが選択したものなのか

　これまで見てきたように，当事者が「いいお
産」を経験するためには，主体性を持って選択

（決定）をしなければならない。いいお産に必
要とされるものが「当事者」の「主体性」だか
らであり，それは自己決定・自己選択できる能
力と同等に扱われているからだ。確かに，医療
的な介助を必要としない出産（例えば助産院で
の出産を選択する場合など）は，当事者自身の
身体調節や自己管理能力がより必要となる。健
康に出産をするためには，身体のバランスを自
ら保たねばならないため，援助者のサポートと
は別に，当事者自身が主体的に関わらなければ，
身体的なつらさが先立ち良い経験としての出産
をすることはできない。
　だが，当事者自身が「できるならばよりよい
経験をしたい」と考えている際の主体的な選択
がある。多様な選択肢の中から必要だと思うも
のを自分で選択する。これだけならば個人の選
択の問題のようにみえる。だが，それだけでは
ない。冒頭に述べたように，いま日本では少子
化対策や子ども虐待防止対策の一環として多様
な子育て支援政策が展開されている。そしてそ
の中で，妊娠・出産期にもまなざしがそそがれ
ている。主体的な経験としての「いいお産」体
験がその後の育児への主体性を促し，尚且つ２
人３人と出産したいと思えるようになるという
考え方や，出産体験がネガティブであると子ど
もに対してもネガティブな感情を持ち産後うつ
や子どもへの虐待などを引き起こしてしまうの
で，ポジティブな出産体験をしようという考え
方，などである。
　今後必要とされる子育て支援とは，子どもを
社会の中で育てていくという視点である。産ん
だ人だけが養育責任を持つのではなく，多くの
人や社会が子どもの成長に関わることが重要で

ある。だからこそ，地域の拠点として医療機関
とそこにいる援助者が関わっていくことの意義
があると，筆者は考えている。
　しかし，政策として妊娠・出産期にそそがれ
るまなざしは，それとは異なるものである。子
育て支援政策では，子育ての社会化を促進する
ための行政サービスが多様に展開されている。
保育施設や子育て支援センター等社会的資源の
拡充など，積極的に展開されている。しかし，
それはあくまでも，少子化対策として展開され
ているのである。少子社会化に伴う労働力人口
の減少から，女性の労働力も重視されている。
夫婦が仕事と子育てを両立可能にするための政
策展開であり，その際の家族のあり方は限定的
である。ひとり親家庭の支援や子どもを持たな
い独身者にとってのメリットはなく，むしろ出
産や育児の際の人員減少に伴う労働力不足を，
産まない人に頼らざるを得ないという仕組みを
つくり出している。その場合の報酬は「いずれ
子どもを産むときに」互助される，というもの
でしかない。
　このような行政や企業による子育て支援策の
展開方法は，子どもにとっての親は産みの親だ
けであるということ，子育ては産んだ人がとり
わけ責任を持たねばならないこと，を強化する
ものである。子育ての社会化ではなく，家族の
あり方や親子の関係を限定するようなものとな
るだろう。これは，親の養育責任の放棄を認め
ろということではない。実母のみに養育責任を
過重に負わせることになりはしないか，という
ことを問わねばならない。いくら社会的なサー
ビスが拡充し子育ての社会化を進めることがで
きたとしても，当事者とその家族とそれをとり
まく人々が「お母さんなのだから（産んだのだ
から）責任を持って子育てを」と思ったり言っ
たりするような状況が継続するならば，当事者
に対する母としての役割期待は依然大きなまま
残るだろう。産後うつや育児不安，そこから引
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き起こされるかもしれない子ども虐待などの要
因のひとつには，「母性本能」や「三歳児神話」
ということばに表されるような，養育責任のプ
レッシャーがある。子育ての社会化はこれを軽
減するためのものであるはずなのに，ますます
強調しかねない。
　親になること（つまり出産すること）を選択
する。少しでも「いいお産」を体験するために，
自分にとって望ましい出産方法を選択する。選
択し決定をしたからにはそれに責任を持たねば
ならない。出産が「個人化」すればするほど，
そこに「責任」が埋め込まれていくのである。
　だが，この部分は不可視化されている。なぜ
ならば，先にも述べたように，「いいお産」は
当事者が望んでいることだからだ。フェミニズ
ムが妊娠・出産における女性の自己決定権を明
確にしようとし身体性に依拠すればするほど，
自らがバース・マシーンになろうとしていたの
と同じように，女性自身が「いいお産」を望み
主体的になればなるほど，自らが実母としての
養育責任を強固にしていくのである。

おわりに

　「いいお産」が求められるにいたった背景に
は，出産の医療化という問題があった。過度な
医療介入により出産は管理され，妊産婦の身体
は産科医によってコントロールされていた。こ
のコントロールから逃れるために，当事者と援
助者とは，産むという身体性を持って「いいお
産」を体験することの意義を提示してきた。安
心や安全や快適というものが含まれる出産体験
は重要であるし，個人の選択や意志を尊重され
る出産経験は望ましいものである。インフォー
ムド・チョイスやインフォームド・コンセント
という用語が示すように，医療を受ける側であ
る当事者の意志決定や援助者と非援助者の間の
合意形成については，近年注目されている論点

である。しかし，ここでは政策的な意図が介入
していることを見過ごしてはならない。政策と
して医療機関での「いいお産」体験が推奨され
ること。それを意図するしないに関わらず援助
者が当事者の「いいお産」体験を促すこと。さ
らに当事者が「いいお産」を体験したいと選択
をすること。そして，「いいお産」には「主体性」
が重要であり，「主体性」は「身体性」をもっ
て明確化されること。
　そこには過度な医療介入というような身体的
なコントロールはみあたらないだろう。しかし，
個別化される出産経験が，ジェンダー化された
身体性をもって政策的意図としての家族関係や
親子関係の形成に絡め取られるとするならば，
そこには身体への社会的なコントロールがなさ
れているといえる。医療機関が子育て支援に関
わる意義があるからこそ，このことを問い直さ
ねばならない。
　妊娠・出産期を人間関係の変容する社会的な
イベントとして捉えるからこそ，そこに援助者
が介在し継続的に関わることにより，妊産婦を
中心とした当事者群の相互作用性を多様に展開
することができる。ケアには医療的な側面だけ
ではなく他者との連続性という側面も含まれ
る。当事者を妊産婦のみとしてとらえ，妊産婦
にのみ主体性を要求することは，パートナーを
含めた妊産婦をめぐる周囲の人への働きかけを
難しくしてしまう。特に（身体的に出産するこ
とが不可能な）男性を出産の当事者として扱う
ためには，当事者とは誰であり，その際の主体
性とは何なのかということを，あらためて問わ
ねばならない。
　助産所や産科という医療機関は，地域の拠点
であるからこそ子育ての社会化を積極的に展開
しうる可能性を持つ場である。しかし同時に，
身体に直接働きかける場でもあり，政策的な意
図が含まれやすい場でもあるからこそ，議論す
べきものである。
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